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◎交付申請にかかる事務手続等について  
 
１．交付申請書等申請書類の作成及び提出  
(1)作成に当たっての注意事項等  

①  次に掲げる場合は、交付申請を辞退してください。  
    ・  内定通知に記載の「交付予定額」では計画が遂行できないと判断される場合  
    ・  病気、外国留学その他の理由で計画を実施することが困難な場合  
    ・  その他事情により計画の遂行が不可能となる場合  
   
  ②  「交付申請書」に記載する各費目の額を積算する際は、別紙３「２  補助金の使用」を参

照（「データベース」については別紙３「（参考２）支出費目別の注意事項」もあわせて参

照）の上、当該年度に必要とされる経費を算出してください。また、積算にあたっては、支

出が認められていない経費を計上することのないよう注意してください。  
     
  ③  「学術団体等が行う事業」、「研究機関に所属する者であって当該研究機関に科学研究費

補助金の管理を委任しない者又は研究機関に所属しない者の行う事業（個人管理となる事

業）」の場合は、当該課題の補助金を受領する「科学研究費補助金専用の口座」（※）を開

設するとともに、その通帳の写しを他の交付申請書類とあわせて提出する必要があるため、

余裕をもって必要な手続を行ってください。ただし、法人格を有する学術団体等は「当該課

題の補助金を受領する科学研究費補助金専用の口座」であれば、新たに開設する必要はあり

ません。  
※  「研究成果公開発表（Ｃ）」「国際情報発信強化」「データベース」の継続課題について

は、昨年使用した専用口座を引き続き使用することができます。（ただし、当該年度補助金

が入金される前に前年度補助金の支出を完了し、口座の残高を「０円」とする等、補助金の

混在にご留意ください。）  
「学術図書」の場合は既存の銀行口座等で可とし、新たに開設する必要はありません。  

   
  ④  「学術団体等が行う事業」の代表者は「学術団体等の団体情報確認書類」、「研究機関に

所属する者であって当該研究機関に科学研究費補助金の管理を委任しない者又は研究機関

に所属しない者の行う事業（個人管理となる事業）」の代表者は「本人確認書類」の提出が

交付申請時に必要になります。新規・継続にかかわらず必要になりますので、詳細について

は交付内定通知にて確認し、適切な書類を準備してください。  
   なお、マイナンバーが記載された書類は受け付けることができませんので御注意くださ

い。  
 
  ⑤  交付申請書類の提出後、提出書類に不備又は不明な事項があった場合は、科研費電子申請

システムに入力した連絡・照会先へ問い合わせを行います。  
    場合によっては交付決定及び補助金振込が遅延することがあります。      
 
(2)「学術図書」「データベース」において、個人管理（所属する研究機関が管理の委任を不承

諾とした場合又は研究機関に所属していない場合）として応募した代表者が、交付内定時に研

究機関に所属し、当該研究機関に科学研究費補助金の管理を委任する者（※）となった場合の

取扱について  

    代表者は、交付内定を受けた旨を当該研究機関へ報告するとともに、交付内定通知一式の写

しを当該研究機関の担当者へ送付してください。  
    また、様式Ａ－５８「代表者の転入報告書」により、研究機関への転入があった旨を日本学

術振興会に報告してください。  
    なお、交付申請書類は、当該研究機関を経由して日本学術振興会に提出することになるため、

研究機関の定める期日までに交付申請書等を作成し、科学研究費補助金の事務担当部署へ提出

してください。   
 
※（参考）研究機関（注）において科学研究費補助金を管理する者  
  以下の①から③のいずれかを満たす者をいう。  
  ①  e-Rad に「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている者  
  ②  特別研究員奨励費の交付を受けている者  
  ③  ｢①｣及び｢②｣以外で研究機関に所属する者（名誉教授、技術職員、非常勤講師等）の  
    うち、当該研究機関に科学研究費補助金の管理を委任する者  
  注．科学研究費補助金取扱規程（文部省告示）第２条に規定される研究機関  
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    １）  大学及び大学共同利用機関  
    ２）  文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの  
    ３）  高等専門学校  
    ４）  文部科学大臣が指定する機関  

 

２．「見積書」の徴収  
 「見積書」は、補助金の公正かつ効率的な使用の観点から、原則、複数の業者等から徴し、う

ち最も安価なものに基づいて「交付申請書」等を作成してください。  
 また、必要とされる「見積書」は、選定した業者（１社）分のみとし、残りは代表者において

適切に保管してください。  
 

○必ず添付が必要なもの     
①【学 術 図 書】  
・ A-53-2 見積書＜学術図書刊行用＞  

（紙媒体のみで刊行または紙媒体と電子媒体双方で刊行する場合）  

・ A-53-3 見積書＜学術図書刊行用＞（電子媒体のみで刊行する場合）  

・ A-53-4 見積書＜学術図書翻訳・校閲用＞  
※ A-53-2,3 は、令和８ (2026)年度中に刊行を行う課題のみが対象。  

A-53-4 は、令和８ (2026)年度中に翻訳・校閲を行う課題のみが対象。  

②【データベース】：「入力作業委託費」、「記録メディア作成委託費」を支出する場合  

・ A-53-5 見積書＜データベース用＞  

※該当がある場合は金額にかかわらず提出が必要となる。  
 

○該当する場合に「見積書」（様式任意）の添付が必要なもの   
【データベース】  

①「入力作業協力に対する謝金等」で労働者派遣契約を結ぶ場合  
１件１００万円を超える契約の場合  

②「消耗品費」  
１件１６０万円を超える契約の場合  

③「その他（複写費、現像・焼付費、通信費、運搬費）」  
１件１００万円を超える契約の場合  

 
【交付申請時において既に「競争入札」を実施済みである場合の取り扱い】  

「データベース」に係る「入力作業委託費」について、交付申請時において、すでに競争入

札を実施済みである場合は、様式Ａ－５３－５「見積書」に代えて、落札業者が落札価格をも

とに作成した「内訳書」（※様式Ａ－５３－５「見積書 <データベース >」を用い、様式名称を

「内訳書」に変更すること）を提出してください。  
上記の手続をとらなかった課題については、交付決定を行わない場合があります。  

（交付決定後においては、交付決定を取り消す場合があります。）  

 

３．交付決定書類の受領・確認等  

(1)交付決定書類の受領、確認及び保管  

「交付決定通知書」は必ず確認し、交付申請を行った内容と相違のないことを確認するとと

もに、適切に保管してください。  
なお、「交付決定通知書」は、６月中旬に代表者に通知する予定です。  

     
(2)補助金の受領確認  

補助金の振込完了の通知は行わないため、代表者において、適宜入金状況を確認してくださ

い。  
①   「研究成果公開発表」、「国際情報発信強化」及び「データベース」に係る補助金は、

様式Ａ－５４「交付請求書」の提出があった課題に対し、代表者が科研費電子申請システ

ムにて届け出た銀行口座へ送金します。  
     

②   「学術図書」に係る補助金は、補助事業完了後の実績報告書の提出があった後に日本学

術振興会から通知する、「額の確定通知」の通知日から概ね２週間後に、代表者が科研費

電子申請システムにて届け出た銀行口座へ送金します。  
     
(3)その他  

①  交付決定の際に送付する「交付決定通知書」及び「補助条件」の記載事項について違反し
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た場合は、交付決定を取り消し、補助金の返還等の処分を行うことがあるため、必要とされ

る事務手続について遺漏の無いよう留意するとともに、補助金の適正管理に努めてくださ

い。  
 

②  科学研究費補助金には所得税は課されません。  


